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三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
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に
よ
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災
害
に
係
る
特
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当
分
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
学
校
等

は
、
附
則
別
表
に
掲
げ
る
学
校
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
中
「
別
表
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と
あ
る
の
は
「
附
則

別
表
」
と
す
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
三
項
関
係
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れ
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掲
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日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二－

三
十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
特
例
）

２　

当
分
の
間
、
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中　
　
　

る
の
は
、

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二－

二
十
九
（
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二－

三
十
三

人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二－

二
十
九
（
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

六
十
二－

二
十
九
（
人
事
委
員
会
規
則
七－

六
十
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
特
例
）

　
　

当
分
の
間
、
次
の
表
に
掲
げ
る
公
署
に
施
行
日
の
前
日
及
び
施
行
日
に
勤
務
し
て
い
た
職
員
（
施
行
日
後
公
署
を

11
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日
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学　
　

校　
　

名

石
巻
市
立
相
川
小
学
校

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
長
尾
字
松
崎
一

「

白
石
高
等
学
校
七
　ケ
 

宿
校

河
北
警
察
署
船
越
駐
在
所

同　
　

七
　ケ
 

宿
町
字
沢
上
山
四
の
二

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
清
水
三
一
一
の
一

」
と
あ

公　
　

署　
　

名

水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
養
殖
生
産
部

河
北
警
察
署
北
上
駐
在
所

同　
　
　
　

大
川
駐
在
所

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
谷
川
浜
前
田
二
二

同　
　

北
上
町
十
三
浜
字
立
神
九
の
一

同　
　

釜
谷
韮
島
六
二
の
二

「

白
石
高
等
学
校
七
　ケ
 

宿
校

同　
　

七
　ケ
 

宿
町
字
沢
上
山
四
の
二

」
と
す



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五－

二
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八－
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
若
し
く
は
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
生

活
支
援
事
業
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
業
を
行
う
場
所
」
を
加
え
、

「
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ
り
育
成
さ
れ
る
」
を
「
こ
れ
ら
の
事
業
を
利
用
す
る
」
に
改
め
、「
た
め
」

の
下
に
「
、
又
は
見
送
る
た
め
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
第
一
項
第
二
号
ホ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
当
直
勤
務
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
当
直
勤
務
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
の
四
中
「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
事
業
若
し
く
は
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
を
行
う

施
設
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
業
を
行
う
場
所
」
を
加
え
、「
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ
り
育
成

さ
れ
る
」
を
「
こ
れ
ら
の
事
業
を
利
用
す
る
」
に
改
め
、「
た
め
」
の
下
に
「
、
又
は
見
送
る
た
め
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

　

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六－

二
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
若
し
く
は
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
生

活
支
援
事
業
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
業
を
行
う
場
所
」
を
加
え
、

「
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ
り
育
成
さ
れ
る
」
を
「
こ
れ
ら
の
事
業
を
利
用
す
る
」
に
改
め
、「
た
め
」

の
下
に
「
、
又
は
見
送
る
た
め
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
の
四
中
「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
事
業
若
し
く
は
同
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
を
行
う

施
設
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
業
を
行
う
場
所
」
を
加
え
、「
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ
り
育
成

さ
れ
る
」
を
「
こ
れ
ら
の
事
業
を
利
用
す
る
」
に
改
め
、「
た
め
」
の
下
に
「
、
又
は
見
送
る
た
め
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

　

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一－

三
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中
「
企
画
総
務
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

一
（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

　

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一－
二－

五
十
四

人
事
委
員
会
規
則
十
一－
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
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則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一－

二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

る
。

「
課
長
」
の
下
に
「　

総
務
課
長
補
佐
」
を
加
え
、
同
表
白
石
市
外
二
町
組
合
の
項
中 
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別
表
第
一
名
取
市
の
項
中
「

学
校
給
食
共
同

調
理
場

場
長

」
を

「

学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

所
長

」
に
、

「

図
書
館

視
聴
覚
セ
ン
タ 

ー

館
長

所
長

」
を

「

図
書
館

館
長

」
に
改
め
、
同
表
栗
原
市
の
項
中

「

（
本
庁
共
通
）

部
長　

会
計
管
理
者　

次
長

課
長　

副
参
事

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長　

秘
書

係
長
（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
人
事
課
関
係
）

課
長
補
佐　

人
事
給
与
係
長

厚
生
係
長

（
行
政
管
理
課
関
係
）

課
長
補
佐　

行
政
管
理
係
長

」
を

「

（
本
庁
共
通
）

 
部
長　

会
計
管
理
者　

次
長

課
長　

室
長　

副
参
事

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長　

秘
書

係
長
（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
人
事
課
関
係
）

課
長
補
佐　

人
事
給
与
係
長

厚
生
係
長

（
行
政
管
理
課
関
係
）

課
長
補
佐　

行
政
管
理
係
長

」
に
、

「

ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー

く
り
は
ら
斎
苑

所
長

所
長

」
を

「

ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー

所
長

」
に
、

「

（
事
務
局
共
通
）

教
育
長　

部
長　

会
計
管
理
者

　

次
長　

課
長　

副
参
事

（
教
育
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長

（
学
校
教
育
課
関
係
）

課
長
補
佐　

学
務
係
長

」
を

「

（
事
務
局
共
通
）

教
育
長　

部
長　

次
長　

課
長

　

室
長　

副
参
事　

（
教
育
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

総
務
係
長

（
学
校
教
育
課
関
係
）

課
長
補
佐　

学
務
係
長

」
に
、

「

学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長

」
を

「

学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

所
長

」
に
改
め
、
同
表
大
郷
町
の
項
中
「
統
括
調
査
役　

」
を
削

　

別
表
第
二
仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中
「

組
合
事
務
所

課
長　

総
務
課
長
補
佐

」
を

「

組
合
事
務
所

議
会
事
務
局

課
長　

総
務
課
長
補
佐

事
務
局
長

」
に
改
め
、
同
表
大
崎
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

「

公
立
刈
田
綜
合

病
院

宮
城
県
不
忘
園

院
長　

副
院
長　

診
療
部
長　

看
護
部
長　

副
看
護
部
長　

看

護
師
長　

事
務
部
長　

課
長　

室
長　

総
務
課
長
補
佐　

経
理

課
長
補
佐　

総
務
課
人
事
係
長

　

経
理
課
財
政
係
長

園
長　

事
務
長

」
を

「

公
立
刈
田
綜
合

病
院

院
長　

副
院
長　

診
療
部
長　

セ
ン
タ
ー
長　

部
長　

科
長　

薬
剤
部
長　

副
薬
剤
部
長　

技

師
長　

看
護
部
長　

副
看
護
部

長　

看
護
師
長　

技
術
参
事　

事
務
部
長　

課
長　

室
長　

総

務
課
長
補
佐　

経
理
課
長
補
佐

　

総
務
課
人
事
係
長　

経
理
課

財
政
係
長

」
に
改
め
る
。



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

　

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
中�
を�
と
し
、�
か
ら�
ま
で
を�
か
ら�
ま
で
と
し
、�
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
　

規
則
七－

十
七
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
勤
務
を
定
め
る
こ

と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

　

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
の�
中
「
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。」
を
削
り
、
同�
を
削
り
、
同�
中
「
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）」
を
「
規
則
八－

五
」
に
改
め
、
同�
を
同
�
と
し
、
同�
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

�
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
。
以
下
「
規
則
八－

五
」
と
い
う
。）

第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
業
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
七
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
八
条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
当
直
勤
務

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
代
休
日
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手

続
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

五
第
十
八
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
で
あ
る
と
認
め
る

も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

五
第
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

五
第
十
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

五
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
。

�　

規
則
八－

五
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
及
び
人
事
委
員
会
が

定
め
る
年
度
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

五
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

五
第
三
十
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
早
出
遅
出
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
、
勤
務
の
制

限
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
七
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

　

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
の�
を
削
り
、
同�
中
「
人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）」
を

「
規
則
八－

六
」
に
改
め
、
同�
を
同
�
と
し
、
同�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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�
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
。
以
下
「
規
則
八
―
六
」
と
い

う
。）
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

六
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
業
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
。

�
　

規
則
八－
六
第
五
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

六
第
十
四
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手

続
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

六
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
代
休
日
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

六
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

六
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
八－

六
第
十
六
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
で
あ
る
と
認
め
る

も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

六
第
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

六
第
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
数
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

六
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

六
第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
学
校
職
員
及
び
人
事
委
員
会

が
定
め
る
年
度
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

六
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�　

規
則
八－

六
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
早
出
遅
出
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
、
勤
務
の

制
限
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
一
日

（7）　 平成23年４月28日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第47号　　 


